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資料 １

消費者基本法

（昭和四十三年五月三十日法律第七十八号）

最終改正：平成二一年六月五日法律第四九号

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんが

み、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の

基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策

の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策

の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

（基本理念）

第二条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策（以下「消費者政策」という。）

の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保さ

れる中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選

択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が

消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されるこ

とが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のた

め自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として

行われなければならない。

２ 消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事

業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。

３ 消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われな

ければならない。

４ 消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、国際的な連携を確保し

つつ行われなければならない。

５ 消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。

（国の責務）

第三条 国は、経済社会の発展に即応して、前条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援そ

の他の基本理念にのつとり、消費者政策を推進する責務を有する。

（地方公共団体の責務）

第四条 地方公共団体は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念

にのつとり、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応

じた消費者政策を推進する責務を有する。

（事業者の責務等）

第五条 事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかん

がみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。

一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。

二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
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四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に

努め、当該苦情を適切に処理すること。

五 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。

２ 事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに、当該商品及

び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成するこ

と等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。

第六条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じた

苦情の処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援そ

の他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。

第七条 消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情

報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。

２ 消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努

めなければならない。

第八条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対

する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の

安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。

（消費者基本計画）

第九条 政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本的な

計画（以下「消費者基本計画」という。）を定めなければならない。

２ 消費者基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 長期的に講ずべき消費者政策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、消費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項

３ 内閣総理大臣は、消費者基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、消費者基本計

画を公表しなければならない。

５ 前二項の規定は、消費者基本計画の変更について準用する。

（法制上の措置等）

第十条 国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行なわなけ

ればならない。

２ 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなければならない。
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消費者契約法

（平成十二年五月十二日法律第六十一号）

最終改正：平成二一年六月五日法律第四九号

第１章 総則

（目的）

第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、

事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はそ

の承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を

免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効と

するほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差

止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民

生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「消費者」とは、個人（事業として又は事業のために契約の当事者

となる場合におけるものを除く。）をいう。

２ この法律（第四十三条第二項第二号を除く。）において「事業者」とは、法人その他の団

体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

３ この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

４ この法律において「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの

法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体

（消費者基本法 （昭和四十三年法律第七十八号）第八条 の消費者団体をいう。以下同じ。）

として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

（事業者及び消費者の努力）

第三条 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費

者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契

約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務

その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。

２ 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費

者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。
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消費者安全法

（平成二十一年六月五日法律第五十号）

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、内

閣総理大臣による基本方針の策定について定めるとともに、都道府県及び市町村による消費

生活相談等の事務の実施及び消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約等、

消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置その他の措置を講ずることにより、関係法律

による措置と相まって、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の

実現に寄与することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「消費者」とは、個人（商業、工業、金融業その他の事業を行う場

合におけるものを除く。）をいう。

２ この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者（個人にあ

っては、当該事業を行う場合におけるものに限る。）をいう。

３ この法律において「消費者安全の確保」とは、消費者の消費生活における被害を防止し、

その安全を確保することをいう。

４ この法律において「消費安全性」とは、商品等（事業者がその事業として供給する商品若

しくは製品又は事業者がその事業のために提供し、利用に供し、若しくは事業者がその事業

として若しくはその事業のために提供する役務に使用する物品、施設若しくは工作物をいう。

以下同じ。）又は役務（事業者がその事業として又はその事業のために提供するものに限る。

以下同じ。）の特性、それらの通常予見される使用（飲食を含む。）又は利用（以下「使用

等」という。）の形態その他の商品等又は役務に係る事情を考慮して、それらの消費者によ

る使用等が行われる時においてそれらの通常有すべき安全性をいう。

５ この法律において「消費者事故等」とは、次に掲げる事故又は事態をいう。

一 事業者がその事業として供給する商品若しくは製品、事業者がその事業のために提供し

若しくは利用に供する物品、施設若しくは工作物又は事業者がその事業として若しくはそ

の事業のために提供する役務の消費者による使用等に伴い生じた事故であって、消費者の

生命又は身体について政令で定める程度の被害が発生したもの（その事故に係る商品等又

は役務が消費安全性を欠くことにより生じたものでないことが明らかであるものを除く。）

二 消費安全性を欠く商品等又は役務の消費者による使用等が行われた事態であって、前号

に掲げる事故が発生するおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するもの

三 前二号に掲げるもののほか、虚偽の又は誇大な広告その他の消費者の利益を不当に害し、

又は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為であって政令で定める

ものが事業者により行われた事態

６ この法律において「重大事故等」とは、次に掲げる事故又は事態をいう。

一 前項第一号に掲げる事故のうち、その被害が重大であるものとして政令で定める要件に

該当するもの

二 前項第二号に掲げる事態のうち、前号に掲げる事故を発生させるおそれがあるものとし
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て政令で定める要件に該当するもの

（基本理念）

第三条 消費者安全の確保に関する施策の推進は、専門的知見に基づき必要とされる措置の迅

速かつ効率的な実施により、消費者事故等の発生及び消費者事故等による被害の拡大を防止

することを旨として、行われなければならない。

２ 消費者安全の確保に関する施策の推進は、事業者による適正な事業活動の確保に配慮しつ

つ、消費者の需要の高度化及び多様化その他の社会経済情勢の変化に適確に対応し、消費者

の利便の増進に寄与することを旨として、行われなければならない。

３ 消費者安全の確保に関する施策の推進は、国及び地方公共団体の緊密な連携の下、地方公

共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるように行われなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第四条 国及び地方公共団体は、前条に定める基本理念（以下この条において「基本理念」と

いう。）にのっとり、消費者安全の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務

を有する。

２ 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念に

のっとり、消費生活について専門的な知識及び経験を有する者の能力を活用するよう努めな

ければならない。

３ 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念に

のっとり、消費者事故等に関する情報の開示、消費者の意見を反映させるために必要な措置

その他の措置を講ずることにより、その過程の透明性を確保するよう努めなければならない。

４ 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念に

のっとり、施策効果（当該施策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の

行為が消費者の消費生活、社会経済及び行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影

響をいう。第六条第二項第四号において同じ。）の把握及びこれを基礎とする評価を行った

上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。

５ 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念に

のっとり、独立行政法人国民生活センター（以下「国民生活センター」という。）、第十条

第三項に規定する消費生活センター、都道府県警察、消防機関（消防組織法 （昭和二十二年

法律第二百二十六号）第九条 各号に掲げる機関をいう。）、保健所、病院、消費者団体その

他の関係者の間の緊密な連携が図られるよう配慮しなければならない。

６ 国及び地方公共団体は、啓発活動、広報活動、消費生活に関する教育活動その他の活動を

通じて、消費者安全の確保に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなけ

ればならない。

（事業者等の努力）

第五条 事業者及びその団体は、消費者安全の確保に自ら努めるとともに、国及び地方公共団

体が実施する消費者安全の確保に関する施策に協力するよう努めなければならない。

２ 消費者は、安心して安全で豊かな消費生活を営む上で自らが自主的かつ合理的に行動する

ことが重要であることにかんがみ、事業者が供給し、及び提供する商品及び製品並びに役務

の品質又は性能、事業者と締結すべき契約の内容その他の消費生活にかかわる事項に関して、

必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集するよう努めなければならない。
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特定商取引に関する法律

（昭和五十一年六月四日法律第五十七号）

最終改正：平成二一年六月五日法律第四九号

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、特定商取引（訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販

売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。）

を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利

益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の

健全な発展に寄与することを目的とする。

第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売

第一節 定義

（定義）

第二条 この章及び第五十八条の四第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。

一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者（以下「役務提供事業者」という。）が営業所、

代理店その他の主務省令で定める場所（以下「営業所等」という。）以外の場所において、

売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売

又は役務を有償で提供する契約（以下「役務提供契約」という。）の申込みを受け、若し

くは役務提供契約を締結して行う役務の提供

二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び

止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者（以下「特定顧

客」という。）から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行

う商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは

特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供

２ この章及び第五十八条の五において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便そ

の他の主務省令で定める方法（以下「郵便等」という。）により売買契約又は役務提供契約の申込

みを受けて行う商品若しくは指定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しない

ものをいう。

３ この章及び第五十八条の六第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業

者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約

又は役務提供契約の締結についての勧誘（以下「電話勧誘行為」という。）により、その相手方（以

下「電話勧誘顧客」という。）から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧

客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客か

ら当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を

郵便等により締結して行う役務の提供をいう。

４ 略

第三章 連鎖販売取引

（定義）
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第三十三条 この章並びに第五十八条の七第一項及び第三項並びに第六十七条第一項におい

て「連鎖販売業」とは、物品（施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下同じ。）

の販売（そのあつせんを含む。）又は有償で行う役務の提供（そのあつせんを含む。）の事

業であつて、販売の目的物たる物品（以下この章及び第五十八条の七第一項第一号イにおい

て「商品」という。）の再販売（販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以

下同じ。）、受託販売（販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。）若し

くは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供（その役務と同一の種類の役務の提供をす

ることをいう。以下同じ。）若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益（その

商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは

その役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の主務省令で定める要件に

該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章及び第五十八条の七第一項第四号において

同じ。）を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担（その商品の購入若しくはそ

の役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章及び第五十八条の七第一項第四号

において同じ。）を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくは

その役務の提供のあつせんに係る取引（その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」

という。）をするものをいう。

２ 略

３ 略

第四章 特定継続的役務提供

（定義）

第四十一条 この章及び第五十八条の八第一項第一号において「特定継続的役務提供」とは、

次に掲げるものをいう。

一 役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期

間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を

超える金銭を支払うことを約する契約（以下この章において「特定継続的役務提供契約」

という。）を締結して行う特定継続的役務の提供

二 販売業者が、特定継続的役務の提供（前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提

供するものに限る。）を受ける権利を同号の政令で定める金額を超える金銭を受け取つて

販売する契約（以下この章において「特定権利販売契約」という。）を締結して行う特定

継続的役務の提供を受ける権利の販売

２ 略

第五章 業務提供誘引販売取引

（定義）

第五十一条 この章並びに第五十八条の九、第六十六条第一項及び第六十七条第一項において

「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売（そのあつせんを含む。）又は有償で行う役務の

提供（そのあつせんを含む。）の事業であつて、その販売の目的物たる物品（以下この章及

び第五十八条の九第一項第一号イにおいて「商品」という。）又はその提供される役務を利

用する業務（その商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせ

んを行う者が自ら提供を行い、又はあつせんを行うものに限る。）に従事することにより得

られる利益（以下この章及び第五十八条の九第一項第三号において「業務提供利益」という。）

を収受し得ることをもつて相手方を誘引し、その者と特定負担（その商品の購入若しくはそ
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の役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章及び第五十八条の九第一項第三号

において同じ。）を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくは

そのあつせんに係る取引（その取引条件の変更を含む。以下「業務提供誘引販売取引」とい

う。）をするものをいう。

２ 略

第六章 雑則

（売買契約に基づかないで送付された商品）

第五十九条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売

買契約を締結した場合におけるその購入者（以下この項において「申込者等」という。）以

外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申

込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、そ

の申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四

日を経過する日（その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取

りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、

その七日を経過する日）までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、

かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求するこ

とができない。

２ 前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについ

ては、適用しない。


